
第３号様式（第15条、第17条、第18条関係）

事業者排出量削減計画書
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該当する□には，レ印を記入してください。特定事業者以外で自主参加される事業者の方は，レ印の記入は不要です。

「細分類番号」とは，統計法第２条第９項に規定する統計基準である日本標準産業分類の細分類番号をいいます。

「基準年度」とは，計画期間の前年度又は計画期間の前の三年度の事業活動に伴う排出の量又は原単位の数値の平均をいいます。
「増減率」とは，基準年度と比較した計画期間の平均の増加又は減少の割合をいいます。

－号－－－電盆鴎…葱:塒，

□新規□変；更
（宛先） 京 者］府知事 ’０一 Z成23年１月17日

住所（法人にあっては，主たる事務所の所在地）
京都府舞鶴市字北吸１０４４番地

● 

氏名（法人にあっては，名称及び代表者の氏名）
舞鶴市

舞鶴市長多々見良三
電話0773-66-1005

主たる業種 市町村機関
|細分類番号 ’９１￣Bｉ 2１ １ 

事業者の区分

２回2条第１項第１号

京都府地球温暖化対策条例施行規則：□2条第１項第２号又は第３号

２回2条第１項第４号

計画期間 平成23年４月から平成26年３月まで

基本方針平成22年度を基準に、平成25年度までの温室効果ガス排出量を年平均2,0%削減する。

計画を推進するた
めの体制

平成16年、舞鶴市地球温暖化対策実行計画の作成に合わせ、市長を委員長とする舞鶴市地球温暖化対策推進委員
会を設置し、温室効果ガス排出量削減に取り組んでいる。

温室効果ガスの排
出の実績及び削減
の目標

温室効果ガスの排出の量

事業活動に伴
レ

フ 排出の量

評価の対象となる排出の量

目標の根拠
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市直営施股については、舞鶴市地球温暖化対策実行計画における平成25年度計画値（活動量）を
使用。実行計画対象外である指定管理施設については計画的な排出壁削減を行っていなかったこ
とから、基箪年度比平均6.9%削減する。

原単位当たりの温
室効果ガス排出量
等

事業の用に供す
る建築物の用途

原単位の指標

事務所
事業活動に伴う排出の量

（本庁舎延床面積/100）

事業活動に伴う排出の量

（） 

原単位の指標及び目標の根拠
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舞鶴市地球温暖化対策実行計画における本庁舎の活動量により算出。

平成22年度～23年度に実施の、本館の商効率照明への更新及び今後実施する吸収式冷温水発生装
極、別館の高効率照明器具への更新等により目標を達成する。

重点的に実施する取組の実施計画
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具体的な取組及び
措置の内容

（２３）年度

（２４）年度

（２５）年度

不要な照明の消灯、空調施設の適正な管理等に努める。
高効率照明器具への更新する。

不要な照明の消灯、空調施設の適正な管理等に努める。

不要な照明の消灯、空調施設の適正な管理等に努める。

吸収式冷温水発生装置、ユニット型空調機、高効率照明器具への更新。

通勤における自己
の自動車等を使用
することを控えさ
せるために実施し

ようとする措置

措置の内容

上記の措置を採用する理由

毎月第３木曜日を「鉄道に乗る日」と定め、自動車通勤を控える。

継続して取り組んでおり、実施率の向上を目指す。

森林の保全及び整
備,､再生可能エネ
ルギーの利用その

他の地球温暖化対
策により削減する
量

区分

森林の保全及び整備によるもの

府内産の木材の利用によるもの

再生可能エネルギーを利用した電力又
は熱の供給によるもの

グリーン電力証書等の購入によるもの

温室効果ガス排出量の削減効果分又は温
室効果ガスの吸収効果分の購入によるも
の

合計
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0.0トン
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地球温暖化対策に
資する社会貢献活
動

行政として、地球温暖化防止に資する施策を推進。市民と協働し、小学校児童に対する出前講座や、イベントに
おいて地球温暖化に関するブースの設置など積極的に行っている。

特記事項

基準年度として平成22年度単年実頼を採用。その理由は下記のとおり。

①基準年の平準化が3カ年平均値採用の目的であるが、排出総量の約3割を占める清掃事務所の廃プラスチック焼却量がH2０
年度実績においては極端に少なかったことから、平準化という目的から外れる。
②計画対象範囲が指定管理施設も含まれるが、Ｈ20年度の排出量を把握していないため３カ年平均が筧出できない⑤


